
名古屋市における自転車通行空間の整備箇所【路線整備】

： 〃 （ 〃 ） （ 直轄国道 ）
：整備 済み路線（ 車道走行を促 す整 備） （市管理道路 ）

： 〃 （歩道内の 通行位置を 示す整備）（ 市管理 道路）
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番号 路線名 整備年度 延長(km) 整備形態

(1) 市道 堀田高岳線 H21-H23 1.2 自転車道

(2) 市道 弦月若水線 H24 0.9 自転車専用通行帯

(3) 県道 名古屋瀬戸線 H25-H27 2.3 自転車専用通行帯

(4) 市道 西薮下塩町線 H28 1.1 自転車専用通行帯

(5) 市道 西薮下輪ノ内線 R1 0.8 車道混在

(6) 市道 則武新町三丁目第1号線 R3 0.6 車道混在

(7) 市道 豆田町線 R3-R4 1.2 自転車道(0.5km)
自転車専用通行帯(0.7km)

(8) 市道 木挽町通 R4 1.0 自転車専用通行帯

令 和 ５ 年 ３ 月 末 時 点



①市道堀田高岳線

▲
整備年度：平成21～23年度
整備延長：1.2km
整備手法：①自転車道

東郊通２

丸田町

②市道弦月若水線

整備年度：平成24年度
整備延長：0.9km
整備手法：②自転車専用通行帯

都通１ 名電工東

▲

③県道名古屋瀬戸線

整備年度：平成25～27年度
整備延長：2.3km
整備手法：②自転車専用通行帯

矢田川橋

小幡

▲

④市道西薮下塩町線

整備年度：平成28年度
整備延長：1.1km
整備手法：②自転車専用通行帯

小塩橋東

西薮下

：整備区間 ：整備区間

：整備区間：整備区間



旗屋町

神宮東公園前 堀田通５

⑤市道西薮下輪ノ内町線

▲
整備年度：令和元年度
整備延長：0.8km
整備手法：③自転車通行帯

⑥市道則武新町三丁目第1号線

整備年度：令和３年度
整備延長：0.6km
整備手法：③自転車通行帯

▲

タワーズ北

西薮下

西薮下

則武新町四

⑦市道豆田町線

：整備区間 ：整備区間

整備区間
：自転車道
：自転車専用通行帯

▲ 整備年度：令和３～４年度
整備延長：1.2km
整備手法：①自転車道 （0.5km）

②自転車専用通行帯（0.7km）

自転車専用通行帯 自転車道



⑧市道木挽町通

▲
整備年度：令和３年度
整備延長：1.0km
整備手法：②自転車専用通行帯

桜橋東

巾下橋東

：整備区間


